
クリーン北広島推進審議会の設置運営に係る関係例規  

 

 

北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（抜粋）  

 

第 2 節  クリーン北広島推進審議会  

第 3 条  市長の諮問に応じ、市における資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な

処理に関する事項を審議するため、クリーン北広島推進審議会 (以下「審議会」と

いう。 )を置く。  

2 審議会は、委員 10 人以内をもって組織する。  

3 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。  

(1) 学識経験者  

(2) 民間諸団体の代表者  

(3) 前 2 号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。  

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、  

規則で定める  

 

 

北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（抜粋）  

 

(クリーン北広島推進審議会 ) 

第 2 条  条例第 3 条の規定により設置するクリーン北広島推進審議会 (以下「審議会」

という。 )に会長及び副会長 1 人を置き、委員の互選により選出する。  

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと  

きは、その職務を代理する。  

4 審議会は、会長が招集する。  

5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

6 会長は、会議の議長となる。  

7 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が  

審議会に諮って定める。  

 

 

北広島市情報公開条例（抜粋）  

 

(会議の公開 ) 

第 20 条  実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するも  

のとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、不服申立ての  

審理、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、当該会議を公開する  

ことが適当でないと認められるときは、この限りでない。  
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